
朝霞市土地開発基金事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、朝霞市土地開発基金条例（昭和４４年朝霞市条例第３０号）の規定に

基づき、土地開発基金（以下「基金」という。）による土地の取得等に関する事務の取扱

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（取得対象とする土地） 

第２条 基金により取得しようとする土地は、次の各号に該当するものとする。 

(1) 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要がある土地 

(2)  公用又は公共の用に直接供しない土地であっても、公用若しくは公共事業の円滑な

執行を図るための代替地又は交換地として、土地の取得を必要とする場合 

(3)  その他市長が特に土地の取得を必要と認めるもの 

２ 前項各号の土地取得費は、当該土地の定着物件の購入及び補償費を含むものとする。 

３ 取得対象とする土地は、原則として取得した年度以降、３年以内に事業の用に供する土

地とする。 

（土地取得の申出等） 

第３条 基金によって前条の土地を取得しようとする事業主管課長は、土地取得申出書（様

式第１号）を道路整備課長に提出するものとする。 

２ 道路整備課長は、土地取得申出書が提出された場合、予算計上の見通し、基金に属する

現金の額の状況等について財政課長と協議するものとする。 

３ 土地取得申出書を提出した事業主管課長は、土地の取得、管理及び買戻し等に関する事

務を道路整備課長の指示に従って処理するものとする。 

（土地開発基金運用実績台帳の整備） 

第４条 道路整備課長は、基金で土地を取得したときは、取得年月日、地目、面積、取得価

格その他必要な事項を土地開発基金運用実績台帳に記録をし、土地開発基金運用実績台帳

は道路整備課で管理するものとする。 

（取得した土地の管理） 

第５条 基金で取得した土地の管理については、土地取得申出書を提出した事業主管課にお

いて管理するものとする。 

（取得した土地の繰戻し） 

第６条 土地取得申出書を提出した事業主管課長は、基金で取得した土地での事業が完了し

たときは、財政課長と協議の上当該土地を繰戻すものとする。 

２ 繰戻し期間は、事業完了年度後、原則として３年以内とする。 

（繰戻し価格） 

第７条 基金で取得した土地の繰戻し価格は、取得価格（定着物件の購入費及び補償費を含

む。）とする。 

（基金運用状況の公表） 

第８条 道路整備課長は、基金運用状況の公表に努めるものとする。 



（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。 

附則  

この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

 

土 地 取 得 申 出 書 

 

第      号 

年  月  日 

 

 

道 路 整 備 課 長  宛 

 

 

課 長 

 

 

次の土地について、朝霞市土地開発基金により取得願いたく依頼します。 

 

 

土 地 の 表 示 

 

 

 

 

 

土 地 所 有 者 

 

 

 

 

 

 

取  得  理  由 

 

 

 

 

 

 

 

 

添  付  書  類 

 

１．土地登記簿の謄本 

２．関係図面（所在地・公図の写し等） 

 

 

備     考 

 

 

 


